
新
成
長
産
業
に
生
か
す
モ
ノ
づ
く
り
の
街
の
、
人
と
技
術
と
新
製
品
東
部
お
お
さ
か
特
集

　
大
阪
市
の
東
方
向
に
隣
接
す
る
東
大
阪
、
八
尾
、
大
東
な
ど
の
各
市
域
は
、
独
自
の
技
術
と
経
営
手
腕
を
持
つ

中
堅
・
中
小
の
製
造
業
が
集
積
し
て
い
る
。
近
年
は
公
共
交
通
網
が
伸
び
て
、
宅
地
開
発
も
進
ん
だ
。
交
通
イ
ン

フ
ラ
は
さ
ら
に
整
備
計
画
が
控
え
、
こ
の
東
部
大
阪
エ
リ
ア
の
変
化
の
歩
み
は
ま
だ
ま
だ
続
く
。
立
地
企
業
と
新

住
民
の
混
在
が
大
き
な
課
題
だ
が
、
共
生
へ
の
道
を
探
る
取
り
組
み
も
始
ま
っ
た
。
厳
し
い
足
元
の
経
済
情
勢

下
、
新
た
な
都
市
発
展
の
道
筋
を
求
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者
が
力
を
結
集
す
る
。

▲

住工共生へ道探る東大阪市が条例操業環境保全・創出事
前
協
議
を
義
務
付
け
大
東
市

地
域
連
携
で
解
決
図
る
八
尾
市

（ ） 【広告特集】 ２０１３年 平成２５年 ６月２６日 水曜日 　　

　
八
尾
市
は
住
工
混
在
問
題

に
つ
い
て

年
度
に
市
内
企

業
３
０
０
８
社

回
答
回
収

数
１
０
１
４
社

を
対
象
に

「
工
場
立
地
等
現
況
調
査
」

を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
周
辺
住
民
か
ら
ク
レ
ー

ム
が
発
生
し
て
い
る
と
い
う

回
答
は
２
・
９
％
。
東
大
阪

市
や
大
東
市
と
比
較
す
る
と

混
在
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
拡
大

し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え

る
。
田
中
誠
太
八
尾
市
長
も

「
現
在
の
と
こ
ろ
住
工
共
生

条
例
を
作
る
考
え
は
な
い
」

と
の
考
え
だ
。

　
た
だ
、
工
場
側
に
は
周
辺

に
「
住
宅
や
マ
ン
シ
ョ
ン
が

増
加
し
操
業
し
に
く
く
な
っ

た
」
と
す
る
企
業
が
９
・
８

％
、
「
近
隣
の
外
注
先
や
仕

入
れ
先
な
ど
が
移
転
・
倒
産

・
廃
業
し
た
」
が

・
８
％

あ
っ
た
。
周
辺
環
境
が
変
化

し
将
来
の
操
業
環
境
に
対
す

る
不
安
が
生
ま
れ
て
い
る
こ

と
も
間
違
い
な
い
。

　
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
八

尾
市
が
期
待
を
寄
せ
る
の
は

市
の
第
５
次
総
合
計
画
中
で

地
域
ご
と
に
作
る
ま
ち
づ
く

り
の
目
標
「
地
域
別
計
画
」

だ
。
工
場
が
多
い
地
域
の
い

く
つ
か
で
は
こ
の
計
画
に

「
住
ま
い
と
工
場
の
共
存
」

が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
地

域
内
で
企
業
と
住
民
が
お
互

い
に
住
み
よ
い
街
を
作
ろ
う

と
連
携
す
る
機
運
が
生
ま
れ

て
い
る
と
い
う
。
条
例
や
規

制
で
縛
る
の
で
な
く
地
域
の

連
携
か
ら
解
決
策
を
探
る
取

り
組
み
と
い
え
る
。

東
大
阪
の
都
市
計
画
図

広

い
平
野
部
を
抱
え
る
東
大
阪

市
の
全
体
像
か
ら
工
業
専

用
、
工
業
、
準
工
業
の
地
域

を
抽
出
し
た
白
地
図

、
住

工
混
在
の
問
題
の
輪
郭
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る

　
東
部
大
阪
の
中
核
を
成
す

東
大
阪
市
で
、
４
月
に
住
工

共
生
の
た
め
の
条
例
が
施
行

し
、
取
り
組
み
が
動
き
だ
し

た
。
２
０
０
８
年
の
国
の
工

業
統
計
調
査
で
は
同
市
内
の

工
場
数
は
６
０
１
６
で
、
一

平
方

当
た
り
の
工
場
密

度
は
１
１
６
・
４
と
全
国
１

位
。
住
工
混
在
の
課
題
先
進

地
と
し
て
、
地
域
レ
ベ
ル
で

模
索
が
続
く
が
、
同
市
も
重

い
腰
を
上
げ
、
「
モ
ノ
づ
く

り
中
小
企
業
の
集
積
を
守
る

た
め
の
操
業
環
境
を
保
全
・

創
出
す
る
。
そ
れ
に
は
住
工

共
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
趣
旨
で
、
必
要
に
お

い
て
分
離
も
し
て
い
く
」

東
大
阪
市
モ
ノ
づ
く
り
支

援
室

と
方
針
を
掲
げ
る
。

　
４
月
施
行
の
「
東
大
阪
市

住
工
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
条

例
」
は
、
市
が
「
モ
ノ
づ
く

り
推
進
地
域
」
を
指
定
し
、

指
定
地
域
で
は
住
宅
建
築
な

ど
を
計
画
す
る
事
業
者
に
対

し
一
定
の
行
動
ル
ー
ル
を
課

し
て
地
域
の
調
和
を
図
る
。

月
か
ら
暫
定
的
に
適
用

し
、
そ
の
間
に
、
秋
口
に
か

け
て
市
全
域
で
モ
ノ
づ
く
り

企
業
の
立
地
の
実
情
や
経
営

環
境
を
調
査
。

年
２
月

に
、
市
は
長
期
的
に
工
場
専

用
と
し
て
強
い
規
制
を
か
け

る
候
補
地
域
な
ど
を
確
定
す

る
予
定
。

年
度
に
、
具
体

的
な
規
制
の
手
法
な
ど
の
検

討
が
進
む
見
通
し
だ
。

　
モ
ノ
づ
く
り
推
進
地
域
は

都
市
計
画
法
に
基
づ
き
定
め

て
あ
る
「
工
業
地
域
」
「
準

工
業
地
域
」
か
ら
選
ぶ
。
こ

の
両
地
域
が
同
市
に
占
め
る

面
積
は
市
街
化
区
域
の
う
ち

・
７
％
で
１
３
８
１

。

月
か
ら
は
７
・
３
％
を
占

め
る
工
業
地
域
に
暫
定
的
に

す
べ
て
適
用
。

・
４
％
を

占
め
る
準
工
業
地
域
は
今
後

の
調
査
を
も
と
に
対
象
を
決

め
、
追
加
・
解
除
も
適
時
行

う
。
こ
れ
ら
は
、
条
例
を
受

け
て
設
置
し
た
「
住
工
共
生

ま
ち
づ
く
り
審
議
会
」
で
の

検
討
を
も
と
に
市
長
の
権
限

で
決
定
す
る
仕
組
み
だ
。

　
モ
ノ
づ
く
り
推
進
地
域
で

建
築
主
に
適
用
さ
れ
る
ル
ー

ル
は
、
防
音
措
置
の
義
務
、

市
へ
の
協
議
書
提
出
、
建
築

予
定
地
で
の
標
識
設
置
、
周

辺
工
場
に
対
す
る
説
明
な

ど
。
宅
地
建
物
取
引
業
者
に

も
、
宅
地
・
住
宅
の
取
得
者

に
対
し
て
、
用
途
地
域
の
趣

旨
や
近
隣
モ
ノ
づ
く
り
企
業

の
立
地
状
況
な
ど
を
説
明
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
強
い
規
制
で
は
な
い
た

め
、
ル
ー
ル
の
空
文
化
を
危

ぶ
む
声
も
あ
る
。
条
例
を
テ

コ
に
、
地
権
者
、
開
発
業

者
、
地
域
企
業
ら
と
の
間
に

立
つ
行
政
が
カ
ギ
と
見
ら

れ
、
そ
の
本
気
度
を
、
地
域

企
業
は
注
目
し
て
い
る
。

　
同
市
内
の
高
井
田
地
域
で

住
工
共
生
に
取
り
組
む
高
井

田
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
林

泰
孝
会
長

林
産
業
社
長

は
「
こ
れ
ま
で
開
発
事
業
者

の
対
応
は
さ
ま
ざ
ま
。
こ
の

条
例
で
状
況
は
変
わ
る
と
期

待
す
る
。
た
だ
今
後
、
地
域

で
も
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出

て
く
る
だ
ろ
う
」
と
話
す
。

　
市
で
は
条
例
と
は
別
の
手

法
と
し
て
、
都
市
計
画
法
に

基
づ
く
特
別
用
途
地
区
の
活

用
な
ど
も
検
討
す
る
。
ま
た

地
域
で
発
意
す
る
「
建
築
協

定
」
「
地
区
計
画
」
を
活
用

す
る
制
度
も
併
せ
て
創
設
し

た
。
地
域
合
意
形
成
の
ハ
ー

ド
ル
は
高
い
が
、
住
工
共
生

を
支
援
す
る
メ
ニ
ュ
ー
が
整

い
つ
つ
あ
る
。

　
大
東
市
で
は

年
頃
か
ら

市
内
の
事
業
所
が
閉
鎖
し
、

代
わ
り
に
住
宅
な
ど
が
建
つ

ケ
ー
ス
が
目
立
ち
、
工
業
地

域
や
準
工
業
地
域
で
苦
情
が

増
え
た
。
市
は
企
業
経
営
者

で
構
成
す
る
大
東
市
工
業
地

域
経
営
者
連
絡
会
と
と
も
に

協
議
を
重
ね
、

年
に
住
工

調
和
条
例
を
施
行
し
た
。
条

例
は
市
内
の
工
業
地
域
と
そ

の
隣
接
す
る
準
工
業
地
域
で

２
０
０
０
平
方

を
超
え
る

開
発
を
行
う
住
宅
販
売
業
者

に
対
し
、
周
辺
企
業
な
ど
関

係
者
と
事
前
協
議
会
を
開
く

よ
う
義
務
づ
け
た
。

　
中
で
も
、
事
前
協
議
を
正

当
な
理
由
な
く
開
か
な
か
っ

た
販
売
業
者
は
、
市
が
そ
の

名
称
を
公
表
す
る
罰
則
規
定

を
設
け
た
こ
と
が
大
き
な
特

徴
だ
。
こ
の
罰
則
規
定
が
実

行
さ
れ
る
と
、
場
合
に
よ
っ

て
販
売
業
者
と
市
の
間
で
訴

訟
に
な
る
可
能
性
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
あ
え
て
市
は
罰

則
規
定
を
盛
り
込
む
こ
と

で
、
住
工
混
在
問
題
の
解
決

に
向
け
た
強
い
意
志
を
示
し

た
。

　
東
坂
浩
一
大
東
市
長
も

「
条
例
の
最
も
大
き
な
効
果

は
既
存
の
住
宅
や
工
業
系
事

業
者
に
市
が
本
気
で
住
工
調

和
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と

を
発
信
で
き
た
こ
と
」
と
話

す
。
条
例
と
罰
則
規
定
が
実

際
に
住
宅
開
発
に
ど
う
影
響

し
て
い
る
か
、
ま
だ
見
極
め

は
つ
か
な
い
。
条
例
施
行

後
、
該
当
案
件
は

年
の
１

件
の
み
で
、
関
係
者
間
で
協

議
会
を
無
事
に
終
え
た
。


